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「
お知らせ。プレスリリース 」

「寄附金の残額 2億 円」 に関す るマス コミ報道 につ いて

「寄 附金 の残夜 億 円Jに 関する マスコ ミ報道 につ いて

BSllに お いて 「被災八 ッ ト雰金 2億 円の不可解 」のテ レ l郵道があ った:と ころて 0が、

きま す。
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事実関係は次のとおりであることを報告させて頂

0寄附金の残額2億円の使途lcついて

寄せられた寄附金は、東日本大震災により福島県等において被災したペットの救護事業に使用します。他の目的に使用することはあり

ません。

具体的な使途については、三春シェルターに保護収容されている多数の動物達の弓1き取り先、帰還困難区域などに在住していた飼い主

とベットに対する今後の支援のあり方を考えながら、遅くとも3月 までには結果を公表できるように、福島県動物救護本部などの関係機関

と調整を行つているところです。

なお、救援本部の会計については、弁護士や税理±等の専門家に審査をして頂く準備をしているところです。

0動物愛護団体への交付について

「緊急災害時動物救援本部評イ面委員会報告書」を踏まえ、「緊急災害時動物救援本部が主体となつて各団体に対して直接交付する」と

いった方式は見合わせることにしています。

●救護の対象動物について

「被災したベットとその飼い主のための義援金にご協力ください」「被災したベットの飼い主に対する支援のための募集」という呼び

かけで義援金を募集していたことを踏まえて、救護の対象とする動物の種類や範囲については、1真重に取り扱っているところです。

●緊急災害時動物救援本部の今後の取り組みについて

昨年の8月 、「緊急災害時動物救援本部評イ面委員会報告書」において指i高された諸課題に対して対応するために、本部長の交代などを含

めて新しい組織体制を発足させました。

現在、この新たな組織体制のもとで、救援本部のよリー層の拡充を図るための取り組み方策を検討しているところです。

盟最新のお知らせ

2014年 03月 07日  環境省記者クラフ {こ おける記者会見について

2014年 02月 19日  1今後の救援事業の進め方」について

2014年 02月 02日  1寄附金の残額2億円」に関するマスコミ報道について

2013年 10月 03日  東日本人震災現地対策本部との意見交換会の実施

2013年 10月 01日  救援物資募集一覧を更新いたしました。
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